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１．概 要 

(1) 輸送の目的 

 玄海原子力発電所第 4 号機の使用済燃料を、玄海原子力発電所第 3 号機の使用済

燃料ピットに貯蔵するため、専用の運搬用容器を用いて構内輸送を実施する。 

 

(2) 適用範囲 

 本計画書は、玄海原子力発電所 4 号機から玄海原子力発電所 3 号機に至るまでの

構内輸送に関する業務に適用する。 

 

(3) 輸送数量 

① 運搬用容器の名称 ＮＦＴ－14Ｐ型（22 号機、23 号機） 

② 運搬用容器の数量 2 基 

③ 収納物の数量 玄海 4号機使用済燃料集合体：56 体（14 体×4輸送） 

④ ウラン重量 約 25.7 トンＵ（照射前重量） 

 

２．輸送物 

(1) 運搬用容器の概要 

① 運搬用容器の名称 ＮＦＴ－14Ｐ型（別紙－1参照） 

② 運搬用容器の寸法 外径 約 2.6ｍ，全長 約 6.3ｍ （緩衝体を含む） 

③ 運搬用容器総重量 101.2 トン以下（輸送物総重量 115.0 トン以下） 

④ 運搬用容器の主要材質  

内筒、底板 ............. ステンレス鋼 

中間筒 ................. 炭素鋼 

外筒 ................... 炭素鋼 

蓋 ..................... ステンレス鋼 

遮蔽体 ................. 鉛及びレジン 

伝熱フィン ............. 銅 

フィン ................. ステンレス鋼 

バスケット ............. ボロン入りステンレス鋼及びステンレス鋼 

緩衝体 ................. ステンレス鋼及び木材 

 

 (2) 運搬用容器の安全性 

   構内輸送に用いる運搬用容器は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（以下「炉規法」という。）第 43 条の 3の 9（設計及び工事の計画の認可）

に基づき、2020 年 8 月に申請し、2020 年 12 月に認可されている。 

①  設計要求事項 

・発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 

     [第 17 条（材料及び構造）］ 

      クラス 3容器の材料及び構造について、適切な材料を使用し、十分な構造
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及び強度を有する設計とする。  

[第 26 条（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備）］ 

      取扱中において衝撃、熱及び容器に加わる負荷に耐え、かつ、容易に破損

しない設計とする。また、内部に燃料体等を入れた場合に、臨界に達するお

それがない設計、崩壊熱により燃料体等が溶融しない設計及び放射線障害を

防止するための遮蔽を有する設計とする。     

     なお、同条文解釈 6 において、「外運搬告示の要求※を満たすものを、燃料  

体等を封入する容器として用いてもよい」とされている。 

 

   ※ 外運搬告示の要求： 

「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」及び「核燃

料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細

目等を定める告示」（以下「輸送法令」という。） 

    ［構造強度設計］ 

      基本的安全機能（密封、遮蔽、臨界防止及び除熱機能）を有する部材が必

要な構造強度を有する設計とする。 

    ［除熱設計］ 

      輸送法令に定められた一般の試験条件及び特別の試験条件下において熱

的性能を満足し、構造強度、密閉性、遮蔽性能の健全性を確保できる構造と

する。 
    ［密封設計］ 

      輸送容器は、内部の放射性物質を輸送法令に適合するよう閉じ込める構造 

とする。そのため、放射性物質の漏えいが輸送法令に定める通常輸送時、一 

般の試験条件及び特別の試験条件における放射性物質の漏えい基準値を超 

えないような密封構造とする。 

［遮蔽設計］ 
      収納物から放出される放射線を輸送法令に定める通常輸送時、一般の試験

条件及び特別の試験条件における線量当量率基準を超えないような遮蔽構

造とする。 

    ［臨界防止設計］ 
      輸送法令で定める通常輸送時、核分裂性輸送物に係る一般の試験条件及び

特別の試験条件において収納物が臨界に達することを防止する構造とする。 
       

一般の試験：通常の輸送条件に耐えられる構造になっていることを確認する

ための試験（水の吹き付け試験、積み重ね試験、貫通試験等） 
特別の試験：輸送中の事故条件に耐えられる構造になっていることを確認す

るための試験（落下試験、耐火試験、浸漬試験等） 
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② 設計要求事項に対する本運搬用容器の対応 
    ［構造強度設計に対する対応］ 
      落下等による衝撃を緩和するため、容器本体の前部及び後部に緩衝体を取

り付けている。 
    ［熱設計に対する対応］ 
      収納物からの崩壊熱を放散するため、運搬用容器外面にフィンを取り付け

ている。 
    ［密封設計に対する対応］ 
      蓋部、ベント・水位調整バルブ部等の密封境界部分は、密封機能を有する 

構造としている。 
［遮蔽設計に対する対応］ 

      ガンマ線遮へい材は、容器本体を構成する鉛、ステンレス鋼、炭素鋼であ

り、中性子遮へい材は、内筒内水、レジン、炭素鋼、ステンレス鋼である。 
    ［臨界設計に対する対応］ 
      運搬用容器には、燃料集合体を収納するバスケットが用いられ、輸送中燃

料集合体が分散、集合しないようになっており、バスケット格子は未臨界維

持のために中性子吸収材であるボロンを含むボロン入りステンレス鋼で構

成されている。 
    

③ 安全解析 
構内輸送に使用する運搬用容器は、技術基準規則第 26 条の要求事項（冷却、

未臨界、遮へい、熱、衝撃）を満足していることが原子力規制委員会により審

査されており、炉規法第 43 条の 3の 9（設計及び工事の計画の認可）に基づき、

2020 年 12 月に認可されている。 

本運搬に係る輸送物の安全解析結果については、別紙-2 に示す。また、本運

搬に係る使用済燃料の仕様及び運搬用容器の仕様については、別紙-3 に示す。 
なお、今回、構内輸送で使用する運搬用容器は、六ケ所再処理工場向けの構

外運搬に使用した実績のある運搬用容器であり、輸送物の安全解析を行ったも

のである。 

 

(3) 収納する使用済燃料の仕様［運搬用容器 1基当たり］（別紙－4参照） 

① 核燃料物質の名称 玄海 4号機使用済燃料集合体 

② 数 量      14 体 ／ 容器          (制限値；14 体 以下） 

③ 放射能強度    107 PBq ／ 容器 以下   (制限値；489PBq 以下） 

④ 発熱量      8.98 kW ／ 容器 以下 (制限値；54kW 以下） 

⑤ 平均燃焼度    45,298MWD ／ MTU 以下 (制限値；48,000MWD／MTU 以下） 
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 (4) 輸送物の安全性確認 
   本放射性物質を運搬用容器に収納した輸送物の安全性については、炉規法第 59

条第 1項に基づく発送前検査に準じて実施する発送前検査相当の検査を行い確認す

る。発送前検査相当の検査は、玄海原子力発電所原子炉施設保安規定で定められた

項目について確認する。（別紙－5参照） 
    
３．輸送予定日及び輸送経路 

(1) 輸送予定日（別紙－6参照） 

１輸送目 2 輸送目 3 輸送目 4 輸送目 

2025 年 1 月 11 日 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 23 日 2025 年 1 月 29 日 

  注：輸送予定日については、他作業との調整や進捗状況によって変動する。 
 

(2) 輸送経路（別紙－7参照） 

4 号機原子炉周辺建屋～3号機原子炉周辺建屋…運搬用容器専用車両で輸送 

 

４．輸送機器の仕様及び台数 

下記車両を 1台使用する。（別紙－8参照） 

 運搬用容器専用車両 

製造者 日本車両 

型 式 HC1500 型 

最大積載量 150 トン 

 

５．輸送物の積載方法及び運搬方法 

(1) 4 号機原子炉周辺建屋のキャスクピットから、使用済燃料 14 体を充てんした運搬

用容器を取り出し、除染後、気密漏えい検査等の検査を行い、安全性を確認する。 

(2) 運搬用容器を天井クレーンで吊り上げ、運搬用容器専用車両（以下「専用車両」

という。）まで移動し、専用車両上に固定する。 
(3) 4 号機原子炉周辺建屋を出る時に、運搬用容器の線量当量率、表面密度及び温度 

について測定し輸送基準との整合を確認する。 

(4) 3 号機原子炉周辺建屋までの専用車両走行時は、前後に先導車及び後衛車が伴走 

するとともに発電所構内道路の交通整理、または交通遮断を行う。 

(5) 3 号機原子炉周辺建屋において天井クレーンを使用して、専用車両上の運搬用容 

器を吊り上げ、除染場ピットに吊り下ろす。 

(6) 養生などを行った運搬用容器を、天井クレーンで除染場ピットからキャスクピッ 

トへ移動する。 

(7) キャスクピットで、運搬用容器の上蓋を外し、使用済燃料を取り出して、3号機 

使用済燃料ピットに貯蔵する。 
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６．保安対策 

   構内輸送においては、以下の保安対策を実施することにより、事故の未然防止に努 

める。 

  (1) 運搬用容器の専用車両への積付けに際し、運搬中の移動、転倒又は落下を防止

するため、専用車両への確実な固縛を行う。 

  (2) 輸送物は、実用発電用原子炉の設置、運転に関する規則に基づき、火薬類等 

の危険物と混載しない。 

  (3) 運搬用容器及び専用車両の適切な箇所へ実用発電用原子炉の設置、運転に関す

る規則に基づき、標識を貼付する。 

  (4) 輸送経路への標識の設置等により、関係者及び関係車両以外の立入りを制限 

するとともに、必要な箇所に見張人を配置する。 

(5) 専用車両による運搬は徐行して行う。 

(6) 運搬にあたっては、核燃料物質の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者 

を同行させ、保安のための必要な監督を行う。 

 

７．緊急時対策 

  構内輸送中、万一事故が発生した場合には以下の対応をとる。 

(1) 車両が火災を起こし、又は延焼のおそれがある場合には、初期消火又は延焼の 

防止に努めると共に、消防機関に通報する。また、輸送物を他の場所に移す余 

裕がある場合は、必要に応じて安全な場所に移し、縄張り、標識等を設け、関 

係者以外の者が立ち入らぬよう見張り人を立てる。 

(2) 車両が故障した場合は、交通整理を行い早急に復旧する。 

(3) 線量当量率の測定を行うと共に遮へい対策等の措置を行う。 

(4) 負傷者、被ばく者の救出、避難、救護等の措置を行う。 

(5) 核燃料物質等による汚染、漏えいの拡大防止及び汚染の除去を行う。 

 

８．輸送実施体制 

  別紙－9参照 
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９．通常時及び異常時の体制 

通常時及び異常時における連絡については、以下の体制により実施する。 
なお、原子力災害対策特別措置法に基づく事象が発生した場合の措置については、

玄海原子力発電所原子力事業者防災業務計画による。 
 

 (1) 通常時における連絡先及び連絡方法 
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   佐賀県 県民環境部 
 原子力安全対策課         

   福岡県 防災危機管理局 防災企画課   

 
   伊万里市 防災危機管理課     

佐 賀 支 店 
地域対応グループ 

 

福 岡 支 店 
原子力広報・防災担当 

 

長 崎 支 店 
原子力広報・防災担当 

 

佐 賀 支 店 
原子力広報・防災担当 

 

技術第二課 
環境広報担当 
防護管理課 

安全品質保証統括室 
 

 
玄海原子力発電所 

  

   佐賀県警察本部 生活安全部 
 生活安全企画課          

 佐賀県警察本部 警備部 警備第二課   

  第七管区海上保安本部  
 警備救難部 警備課         

  唐津海上保安部 警備救難課     

 原発特別警備部隊         
（佐賀県警察本部）           

  

 

      

  

 

 唐津市 総務部 危機管理防災課   

 玄海町 防災安全課         

 玄海原子力検査官           

 唐津警察署 警備課         

       

本店 

原子燃料サイクルグループ 
環境広報グループ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ運営グループ 

 
 

 

 
  九州管区警察局 広域調整部  
 広域調整第一課             

 

 

 

 

 

 長崎県 防災企画課         

 松浦市 防災課           
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※１ 異常時における第１報は発電所から連絡 
※２ 公表を行う場合のみ 
※３ 火災時又は公表を行う場合のみ 
※４ 関係市町：佐賀県内 17 市町＊（佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、 

神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町） 
＊：佐賀県内 17 市町へは、報道機関に情報提供する場合は、佐賀支店より報道機関に情報提供する内容を連絡 

※５ 福岡市へは福岡県より連絡。ただし、報道機関に情報提供する場合は、福岡支店より報道機関に情報提供する内容を連絡 
※６ 休日・時間外の場合のみ 

 (2) 異常時における主な連絡先及び連絡方法 

 伊万里市 防災危機管理課             
 

※１ 

 関係市町 ※４ 

 熊本県 危機管理防災課             
 

※３ 

 唐津海上保安部 警備救難課            
 

 玄海町 防災安全課           
 

 唐津警察署 警備課            
 

 玄海原子力検査官                

 唐津市 鎮西市民センター 総務・福祉課                

 唐津市 肥前市民センター 総務・福祉課                 

 唐津市 総務部 危機管理防災課       

 唐津市 呼子市民センター 総務・福祉課   
 

 唐津市 消防本部                    

 唐津労働基準監督署            
 

 松浦市 防災課                  
  松浦市 鷹島支所 地域振興課      

 

 唐津市 消防署 西部分署            
 

 原発特別警備部隊（佐賀県警察本部）     
 

※３ 
※２ 

 

 

 

 

 

 

 九州管区警察局 広域調整部 広域調整第二課   
 

※１  資源エネルギー庁 原子力基盤室       

 原子力規制庁 総務課 事故対処室     ※１ 

玄海原子力発電所 

 第七管区海上保安本部 警備救難部 警備課     

※２ 

※２ 

※２ 

※２ 

※２ 

※２ 

※２ 

  

  
 

※1  佐賀県 県民環境部 原子力安全対策課   
 

 佐賀県警察本部 生活安全部 生活安全企画課  
 

 佐賀県警察本部 警備部 警備第二課     
 

技術第二課 
防災課 

環境広報担当 
防護管理課 

 
（発電所輪番者※６） 

 

本店 

原子力発電グループ 
環境広報グループ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ運営グループ 

（本店輪番者※６） 
 

 

 

 

 

本店 

原子燃料サイクルグループ 
 

 平戸市 総務課                       
 

 佐世保市 防災危機管理局             
 

 長崎県 防災企画課            
 

※１ 

 壱岐市 危機管理課                   
 

 糸島市 危機管理課                   
 

 福岡県 防災危機管理局 防災企画課   ※５ 

佐 賀 支 店 
地域対応グループ 
 

東 京 支 社 
原子力グループ 

 

佐 賀 支 店 
原子力広報・防災担当

当 

長 崎 支 店 
原子力広報・防災担当 

 

福 岡 支 店 
原子力広報・防災担当 

 

熊 本 支 店 
原子力広報・防災担当 

 



 

  

 

別紙－１ 
 

 
 

運搬用容器構造図 
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輸送物の安全解析結果一覧 

解析項目 解析内容 試験条件 判断基準 解析結果 

構造解析 ・通常の輸送時において輸送物のき裂、

破損等の生じないことを確認する

他、密封解析の前提となる密封装置

の健全性を一般及び特別の試験条件

において確認している。 

・熱及び遮蔽解析の評価条件を得るた

めに一般及び特別の試験条件におけ

る輸送物の状態及び健全性を評価し

ている。 

・未臨界評価のために核分裂性輸送物

に係る一般及び特別の試験条件にお

ける輸送物の状態及び健全性につい

て評価している。 

通常輸送時 
一般の試験条件 

本容器に作用する内外圧力差及び

収納物の崩壊熱による熱負荷を受け

ても、遮蔽、臨界及び熱解析の基本と

なる幾何学的形状に影響を及ぼすよ

うな変形を起こさず、必要な密封性能

を有すること。 

以下の各項目について、本輸送物の健全性が保

たれることを確認した。 
・吊上げ装置及び固縛装置の強度解析 
・熱的試験条件下での構造解析 
・自由落下時の構造解析 
・貫通試験時の構造解析 
・積み重ね試験時の構造解析 
詳細は「輸送物の安全解析確認結果一覧(3/3)」
参照 

特別の試験条件 本容器に作用する内外圧力差及び

収納物の崩壊熱による熱負荷を受け

ても、遮蔽、臨界及び熱解析の基本と

なる幾何学的形状に影響を及ぼすよ

うな変形を起こさず、必要な密封性能

を有すること。 

以下の各項目について、本輸送物の健全性が保

たれることを確認した。 
・落下試験条件下の構造解析 
・熱的試験条件下の構造解析 
・浸漬試験時の構造解析 
詳細は「輸送物の安全解析確認結果一覧(3/3)」
参照 

熱解析 ・構造解析結果を考慮して、通常の輸

送、一般及び特別の試験条件におけ

る輸送物各部の温度及び圧力を評価

し、構造、密封、遮蔽及び臨界解析

の評価条件を与えている。 
・一般の試験条件における輸送物の近

接表面温度基準(85℃)に適合するこ

とを確認している。 

一般の試験条件 輸送中人が容易に近づくことが出

来る表面（日陰）において 85℃を超

えないこと。 

最大発熱 54kW を収納して本条件下に置か

れた場合、表面の最高温度は日陰において 78℃
であり、判断基準を満足している。 

特別の試験条件 本輸送物が構造強度、密封性、遮蔽

性能に対して健全であること。 
構造強度及び密封性能に影響はない。遮蔽性

能については、レジンが使用可能温度を超える

ため、密度減少を考慮した遮蔽解析を行う必要

がある。 

密封解析 構造解析及び熱解析の評価結果並び

に発送前検査における気密漏えい検査

合格基準に基づいて、一般及び特別の

試験条件における放射性物質の漏えい

率を評価し、基準値を満足することを

確認している。 

一般の試験条件 放射性物質の１時間当たりの漏え

い量が「平成二年科学技術庁告示第五

号」第 15 条で定める量（A2 値の

1,000,000 分の 1）を超えないこと。 

密封性が損なわれることはなく漏えい率は

基準値を満足する。漏えい率と基準値との比率

は 6.10×10－１であり 1 より小さい。 

特別の試験条件 放射性物質の１週間当たりの漏え

い量が「平成二年科学技術庁告示第五

号」第 17 条で定める量（A2値）を超

えないこと。 

密封性が損なわれることはなく漏えい率は

基準値を満足する。漏えい率と基準値との比率

は 4.25×10－4であり 1 より小さい。 
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輸送物の安全解析結果一覧 

解析項目 解析内容 試験条件 判断基準 解析結果 

遮蔽解析 構造解析、及び熱解析の評価結果に

基づいて、通常輸送時並びに一般及び

特別の試験条件における輸送物表面あ

るいは表面から 1m 離れた位置の線量

当量率を評価し、基準値を満足するこ

とを確認している。 

通常輸送時 表面における最大線量当量率が

2mSv/h を超えず、かつ、表面から 1

ｍ離れた位置における最大線量当量

率が 100μSv/h を超えないこと。 

最大表面線量当量率は 1.2614ｍSv/ｈであ

り、判断基準を満足している。 

表面から1mの距離における最大線量当量率

は79.0μSv/hであり判断基準を満足している。 

一般の試験条件 表面における最大線量当量率の著

しい増加がなく、かつ、当該最大線量

当量率が 2ｍSv/h を超えないこと。 

最大線量当量率となる表面は、変形の影響を

受けないので表面における最大線量当量率の

著しい増加はない。最大表面線量当量率は

1.2614mSv/h であり、判断基準を満足してい

る。 

特別の試験条件 表面から1m離れた位置における最

大線量当量率が、10mSv/h を超えな

いこと。 

表面から1mの距離における最大線量当量率

は 2.4221mSv/h であり判断基準を満足してい

る。 

臨界解析 構造解析の評価結果に基づいて、通

常輸送時並びに核分裂性輸送物に係る

一般の試験条件下及び特別の試験条件

に置かれた輸送物の孤立系*1 及び配列

系*2 の各状態のいずれの場合にも未臨

界であることを確認している。 

通常輸送時 

一般の試験条件

特別の試験条件 

臨界に達しないこと。 実効増倍係数は 0.92301 であり、十分に未臨

界である。 

なお、運搬用容器内部は反射効果を最大とす

るために満水として解析。 

 
＊１ 孤立系：個別の輸送物での未臨界性確認 
＊２ 配列系：複数の輸送物を配列した状態での未臨界性確認 
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輸送物の安全解析結果一覧 
構造解析結果一覧 

試験条件 解析項目 解析結果 

通常輸送時 
一般の試験条件 吊上げ装置及び固縛装置の強度解析 

操作時及び輸送時に加わる加速度に対して、吊上げ及び固縛用トラニオンに永久変形を生じな

いことを確認した。 

熱的試験条件下での構造解析 
容器本体に過大な変形が生じないことを確認した。また、バスケットの臨界及び熱解析等に影

響を及ぼすような変形を生じないことを確認した。 

自由落下時の構造解析 落下高さ 0.3ｍに対し、運搬用容器の健全性が損なわれないことを確認した。 

貫通試験時の構造解析 
軟鋼棒が落下した場合でもレジンカバーはせん断破壊せず、軟鋼棒が貫通しないことを確認し

た。 

積み重ね試験時の構造解析 積み重ねた状態でも、容器本体に永久変形を生じないことを確認した。 

特別の試験条件 
落下試験条件下の構造解析 

9ｍ落下試験及び 1ｍ貫通試験に対し、遮蔽、臨界解析及び熱解析に影響を及ぼすような変形を

生じないことを確認した。 

熱的試験条件下の構造解析 
容器本体に過大な変形が生じないことを確認した。また、バスケットの臨界解析及び熱解析等

に影響を及ぼすような変形を生じないことを確認した。 

浸漬試験時の構造解析 
浸漬試験時の強度及び密封性については、15ｍ及び 200ｍ水圧下においても、容器は破断する

ことなくかつ密封性能を損なうことがないことを確認した。 
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別紙－３（１／３） 
 
 

運搬用容器１基に収納する使用済燃料の仕様 
 

燃料集合体の 
種類と型式 

項目 

タイプ 3 

17×17 配列型 
ステップ１燃料 

種 類 使用済燃料（軽水炉（PWR）） 

性 状 固体（二酸化ウラン粉末焼結体） 

容器１基当り

の仕様 

平 均 燃 焼 度 ( * 1 ) 
（MWD/MTU 以下） 

48,000(*2) 

放 射 能 の 量 
（ P B q 以 下 ） 

4.89×102  

発 熱 量 
（ k W 以 下 ） 

54 

収 納 体 数 
（ 以 下 ） 

14 

燃料集合体 
１体の仕様 

燃 料 集 合 体 重 量 
（ k g 以 下 ） 

680  

ウ ラ ン 重 量 

（ k g 以 下 ） 
470 

初 期 濃 縮 度 
（ w t ％ 以 下 ） 

4.3 

最 高 燃 焼 度 
（MWD/MTU 以下） 

 
48,000 

冷 却 日 数 
（ 日 以 上 ） 

780(*2) 

(*1) 平均燃焼度とは、各タイプでの燃焼度の平均値を示す。 

(*2) 平均燃焼度と冷却日数の関係は（イ）―第Ａ．１図による。 
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別紙－３（２／３） 
 

25

30

35

40

45

50

55

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

冷却日数[日以上]

平
均
燃
焼

度
[
G
W
D
/
M
T
U
以
下
]

タイプ1、2、3：ステップ１燃料

 

（イ）－第Ａ．１図 タイプ１、２及び３燃料の冷却日数と平均燃焼度 
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別紙－３（３／３） 

運搬用容器設計仕様との比較 

 

項目 
運搬用容器設計仕様 

（タイプ 3） 

本輸送物の仕様＊ 

S22B139､S23B139 

ＮＦＴ－14Ｐ型（22 号機、23 号機） 

種類 使用済燃料（軽水炉（PWR）） 同左 

性状 
固体 

（二酸化ウラン粉末焼結体） 
同左 

ウラン重量（kg） 6,720 以下 6,477 

収納体数（体） 14 以下 14 

初期濃縮度（wt％） 4.3 以下 4.11 

燃焼度(MWD/MTU) 

（収納物平均） 

（収納物最高） 

 

48,000 以下(*1) 

48,000 以下 

 

45,298 

47,187 

冷却日数（日） 780 以上(*1) 4,723 

放射能量(PBq) 489 以下 107 

発熱量（kW） 54 以下 8.98 

(*1) 平均燃焼度と冷却日数の関係は（イ）―第Ａ．１図による。 

＊2024 年 11 月 30 日時点 
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別紙－４ 

収納する使用済燃料の仕様 

運搬用容器の名称 

及び製造番号 

ＮＦＴ－１４Ｐ 

２３号機 

ＮＦＴ－１４Ｐ 

２２号機 

ＮＦＴ－１４Ｐ 

２３号機 

ＮＦＴ－１４Ｐ 

２２号機 

承認容器登録番号 Ｓ２３Ｂ１３９ Ｓ２２Ｂ１３９ Ｓ２３Ｂ１３９ Ｓ２２Ｂ１３９ 

種  類 
使用済燃料 

（軽水炉（PWR）） 

使用済燃料 
（軽水炉（PWR）） 

使用済燃料 
（軽水炉（PWR）） 

使用済燃料 
（軽水炉（PWR）） 

重 量 等 

玄海４号機燃料 

１４体 

Ｕ重量 6,477 Kg 

燃料集合体番号 

Q A H A 1 6 , Q A H A 1 7 

Q A H A 1 8 , Q A H A 1 9 

Q A H A 2 6 , Q A H A 2 8 

Q A H A 2 9 , Q A H A 3 2 

Q A H A 3 3 , Q A H A 3 5 

Q A H A 3 6 , Q A H A 3 7 

Q A H A 3 9 , Q A H A 4 2 

玄海４号機燃料 

１４体 

Ｕ重量 6,469 Kg 

燃料集合体番号 

Q A H A 1 3 , Q A H A 1 4 

Q A H A 1 5 , Q A H A 2 0 

Q A H A 2 1 , Q A H A 2 2 

Q A H A 2 3 , Q A H A 2 4 

Q A H A 2 5 , Q A H A 2 7 

Q A H A 3 0 , Q A H A 3 1 

Q A H F 7 2 , Q A H F 7 4 

玄海４号機燃料 

１４体 

Ｕ重量 6,452 Kg 

燃料集合体番号 

M G 4 H 5 5 , Q A H A 0 1 

Q A H A 0 2 , Q A H A 0 3 

Q A H A 0 4 , Q A H A 0 5 

Q A H A 0 6 , Q A H A 0 7 

Q A H A 0 8 , Q A H A 0 9 

Q A H A 1 0 , Q A H A 1 1 

Q A H A 1 2 , Q B H A 7 6 

玄海４号機燃料 

１４体 

Ｕ重量 6,283 Kg 

燃料集合体番号 

M G 4 G 2 7 , M G 4 G 6 6 

M G 4 H 4 5 , M G 4 H 6 9 

Q A H A 6 0 , Q B H A 6 1 

Q B H A 6 2 , Q B H A 6 3 

Q B H A 6 4 , Q B H A 6 5 

Q B H A 6 6 , Q B H A 6 7 

Q B H A 6 8 , Q B H A 6 9 

放射能強度 １０６．４７PBq １０５．１６PBq １０２．８９PBq ８５．４６PBq 

性   状 
固体 

(二酸化ｳﾗﾝ粉末焼結体) 

固体 

(二酸化ｳﾗﾝ粉末焼結体) 

固体 

(二酸化ｳﾗﾝ粉末焼結体) 

固体 

(二酸化ｳﾗﾝ粉末焼結体) 

濃 縮 度 

（初期） 
４.１０ｗｔ％以下 ４.１１ｗｔ％以下 ４.１１ｗｔ％以下 ４.１０ｗｔ％以下 

燃焼度平均 

（最高） 

４４,８４８MWD/MTU 

(４６,９３２MWD/MTU) 

４５,２９８MWD/MTU 

(４７,１８７MWD/MTU) 

４５,２１２MWD/MTU 

(４７,０３８MWD/MTU) 

３９,４７７MWD/MTU 

(４６,６７８MWD/MTU) 

冷 却 日 数 ５,２０１日以上 ４,７２３日以上 ５,６７８日以上 ５,６７８日以上 

発 熱 量 ８．９８kW ８．９７kW ８．８７kW ７．１１kW 

2024年11月30日時点  
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発送前検査相当の検査項目、検査方法及び合格基準 
検査項目 検査方法 合格基準 

１．外観検査 輸送物の外観を目視で検査する。 ① 輸送物の形状に異常な傷又は割れがないこと。 
② 輸送物の封印が施されていること。 

２．吊上検査 輸送物を吊り上げた後の状態において、上部トラニオン部の外観
を目視で検査する。 

トラニオン部など吊上部等に異常な変形又は破損がないこと。 

３．重量検査 容器、冷却水及び収納物の合計重量を計算により確認する。 115.0 トンを超えないこと。 

４．表面密度検査 輸送物の表面密度をスミヤ法等により測定する。 α線を放出する放射性物質 ；0.4Bq/cm2 

α線を放出しない放射性物質；4.0Bq/cm2  

をそれぞれ超えないこと。 

５．線量当量率検査 輸送物の表面及び表面から 1ｍの距離におけるガンマ線量当量
率及び中性子線量当量率をサーベイメータ等で測定する。 

ガンマ線量当量率及び中性子線量当量率の合計が 
表面          ：  2ｍSv/h 
表面から 1ｍの距離   ： 100μSv/h 
をそれぞれ超えないこと。 

６．未臨界検査 燃料集合体を装荷する前の状態において、容器内に収納されたバ
スケットの外観を目視で検査する。 

バスケットに異常な変形又は破損がないこと。 

７．収納物検査 ① 収納物の外観、数量を目視等で検査する。 
② 燃料集合体を装荷する前後の状態において、容器内部を目視

等で検査する。 
③ 使用済燃料についてウラン重量、放射能の量、燃焼度、発熱

量、冷却日数等を運転記録等により確認する。 
④ 胴内水が規定水位まで水抜きされていることを確認する。 
⑤ スツール及び上下部スツールが正しく製作されていることを

検査要領に基づき確認する。 

② 外観に異常な変形又は破損がないこと並びに、数量に異常がない
こと。 

② 容器内部に異物のないこと。 
③ 別紙５（２／２）のとおりであること。 
④ 規定水位まで水抜きされていること。 
⑤ 検査結果が合格基準を満足していること。 

８．温度測定検査 温度計により輸送物の表面温度を測定し、周囲温度 38℃での値
に補正する。 

輸送中に人が容易に近づくことができる表面の温度が日陰において
85℃を超えないこと。 

９．気密漏えい検査 輸送物密封部に 0.66MPaG 以上の圧力を加え、圧力降下を測定
し、漏えい率を算出する。 

各部の漏えい率の合計が 3.0×10-2refcm3/s を超えないこと。 

１０．圧力測定検査 輸送物の内圧が設計基準圧力を超えないことを確認するために、
輸送物の発熱量を確認する。 

発熱量が設計発熱量（54kW）を超えないこと。 

別
紙
－
５
（
１
／
２
）
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別紙－５（２／２） 

収納物検査 確認項目 

（燃料集合体の仕様） 

 検査対象 判定基準 

輸送容器１
基当たり 

収
納
物
数
量 

燃料集合体 14体以下 

スツール １個 

上部スツール 14個以下 

下部スツール 14個以下 

種類 軽水炉（PWR）使用済燃料であること 

性状 固体（二酸化ウラン粉末焼結体）であること 

ウラン重量 6,720kg以下 

放射能の量 4.89×102PBq以下 

発熱量 54kW以下 

平均燃焼度 48,000MWD/MTU以下 

収納配置 
発熱量の大きい方から４体の燃料集合体を容器中心部に、次に発熱量
の大きい３体を下部に、残りをその他の収納枠に収納する配置とする。 

燃
料
集
合
体
１
体
当
た
り 

ウラン重量 470kg以下 

初期濃縮度 4.3wt％以下 

最高燃焼度 48,000MWD/MTU以下 

冷却日数 780日以上 

※収納物の合計値、平均値、最大値又は最小値である

取扱注意 
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別紙－７ 

輸送経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ：使用済燃料 

 ：実入運搬用容器 

 ：空運搬用容器 

 

 

玄海 4 号機原子炉周辺建屋 
玄海 3 号機原子炉周辺建屋 

【凡例】 

専用車両 

運搬用 
容器 

運搬用 
容器 

運搬用 
容器 
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別紙－８ 

 

専用車両の概要図 
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別紙－９ 

使用済燃料構内輸送実施体制 
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